
 香芝市奈良県屋外広告物条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和７年１月３１日 

                     香芝市長 三 橋 和 史 

香芝市規則第１０号 

   香芝市奈良県屋外広告物条例施行細則の一部を改正する規則 

 香芝市奈良県屋外広告物条例施行細則（平成１４年規則第７号）の一部を次

のように改正する。 

 第１１条中「都市創造部都市計画課」を「屋外広告物に関する事務を所掌す

る課」に改める。 

 別表第１のうち１ 屋外広告物の一般基準の表中「次の」を「、次の」に、

「この限り」を「、この限り」に改め、別表第１のうち２ 屋外広告物の種類

別基準の表中「２０メートル（」を「、２０メートル（」に、「高さは当該限

度」を「高さは、当該限度」に、「６平方メートル」を「、６平方メートル」

に、「掲げない」を「、掲げない」に、「直接」を「、直接」に、「合計は２

０平方メートル」を「合計は、２０平方メートル」に、「１００平方メートル

」を「、１００平方メートル」に、「次の」を「、次の」に、「当該壁面ごと

」を「、当該壁面ごと」に、「物件は３個」を「物件は、３個」に、「２．５

メートル」を「、２．５メートル」に、「面積は５平方メートル」を「面積は、

５平方メートル」に、「こととする」を「こと」に、「面積は１０平方メート

ル」を「面積は、１０平方メートル」に改め、「であることとし」を削り、「

地名」を「、地名」に、「縦１５メートル」を「、縦１５メートル」に、「掲

揚しない」を「、掲揚しない」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


